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院
事
川
市
刊
行
政
し
ぶ
の
い
引
一
支
と
凶
以
査
（
U
引
情
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の
険
案

下
事
f

何
刊
行
以
〆
し
一
よ
り
が
出
向
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〕
川
市
干
手
続
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お
け
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〆
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4
の
第
六
六
日
刊
同
会
で
は
栄
議
院
設
司
法
案
ー
一
し
て

が
提
出
さ
れ
た
o
v

「
非
自
扶
｝
か
7
H
刊の
rv
～U
川付
J

の
究
明
心
地
U
な
五
一
戸
川
に
問
一
百
二
日
法
作

京
」
泣
ひ
「
J
H医
科
学
引
光
所
設
宣
去
業

JH奈
は
似
体
相
川
川
剖
保
存
作
の
川
市
川
は
止
、
監
察
医
州
制
を
の

ik

止
乙
そ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
死
川
祝
去
の
い
れ
組
み
を
情
築
｝
γ
寸
？
」
」
つ
る
も
の
で
あ
る
ハ
法
医
科
学
研
究
同
校
出
法
案

粂
』主

の
法
伶
は
、
死
体
の
伯
楽
及
び
解
剖
並
び
に
身
一
正
が
問
ιJ
か
明
日
い
死
体
の
指
紋
及
び
歯
形
の
分
析
、
遣
い
了
構
造
の
鑑
定
そ
り
池
心

ゾ
～
十
ん
を
苧
4

ら
か
に
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る
た
め
の
科
デ
読
ん
斗
「
以
ト
一
死
体
む
紛
ハ
主
主
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と
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い
ミ
ノ
G
）

に
行
わ
せ
る
に
め
渋
川
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よ
っ
て
死
体
の
化
同
法
び
吋
一
だ
い
悶
す
る
調
ね
一
ハ
勺
品
川
唱
な
実
施
の
促
没
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図
打
、
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共
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引
の
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に
寄
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化
炭
素
中
毒
死
と
民
療
行
為
悦
連
死
を
そ
心
死
因
調
杏
の

J
続
と
い
う
明

Frで
一
作
に
以
弓
こ
と
が
で
き
る
伊
ど
、
っ
か
に
つ
い
J

は
、
政

的
と
す
る

己
規
心

L
て
い
る
」
渋
案
提
心
心
背
田
町
に
は
一
遣
の
カ
ス
湯
織
か
し
り
γ
付
に
よ
る
一
際
化
は
よ
芳
、
戸
市
従
事
刊
い
が
あ
h

死
同
訓
示
心
在
り

U
に
コ
い
亡
、
死
体
解
剖
保
引
い
け
広
に
い
う
民
待
医
制
反
キ
ム
パ
め
て
問
題

r
Zぐ
れ
亡
、

τ）
が
考
え

ι
れ
る
υ

ま
三
十
々
で
は
下
部
法
一
一
条
け
見
状
死
席
日
出
制
伎
を
は
じ
め
と
し
て
、
医
療
行
為
に
対
烹
し
た
死
亡
に
却
す
る
法
引
皮
」
／
｝
い
れ
ー
ロ

そ
う
と
す
る
設
さ
が
あ
る
U

平
成

。
午
河
口
に
は
厚
生
労
働
省
が
法
務
管
及
び
地
崇
庁
心
的
と
～
ー
烹
の
も
／
）
、

の
安
ふ
り
ー
時一

保
に
z
町
、
江
J医
抑
宇
故
に
よ
る
死
？
し
の
原
出
究
明
・
品
古
川
止
叫
J
Y仕
り
与
に
湾

r
L試
案
｜
｜
片
山
一
次
式
Ji－－

ら
に
は
H
A汁
T

ハ
月
に
は
向
試
ぷ
正
体
刷
、
討
を
踏
ま
へ
ー
医
両
市
安
全
燕
慌
を
員
ム
日
投
川
止
法
案

r

市uvhい）

k
利
一
烹

セ
公
表
し
ご
い

為
く
ま
で
死
因
の
調
査
が
必
山
久
と
さ
れ
る
事
例
は
側
々
に
引
科
部
川
口
を
有
す
守
も
心
で
あ
る
例
え
ば
汀
ス
湯
沸
か
し
器
に
よ
ム
穴
夜

死
体
り
党
礼
状
、
何
も
し
く
は
届
け
問
状
況
等
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般
の
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情
ピ
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口
し
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別
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扱
う
こ

2
が
批
判
刊
で
あ
る
事
例
も
問
て
く
る
’
も

九
扱
え
る
と
は
号
、
え
と
い
必
い
っ

（
り
と
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、
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け
る
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別
の
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勺
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所
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を
泊
じ
て
で
あ
り
、
そ
の
関
係
も
あ
っ
て
お
よ
そ
民
国
の
追
八
九
に
対
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）
て
は
責
任
の
迫
忍
こ
い
う
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が
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に
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円
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ア
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し
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の
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解
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れ
る
傾
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死
体
解
剖
保
存
法
条
は
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こ
の
法
作
は
、
死
体
（
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娠
四
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以
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の
死
u
h
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rん
ユ
ひ
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の
が
剖
及
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保
一
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正
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ゾ
に
が

川誠一一九九心、円
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を
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す
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こ
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亡
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数
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又
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向
卜
右
凶
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と
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研
究
に
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る
い
〈
t
Z
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的
ζ

一コr
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〉
一
刻
む
1

て
い
る
コ
こ
れ
ま
で
死
体
解
剖
心
凶
作
い
法
に
つ
い
て
は
医
事
衛
生
行
政
法
泌
と
し
て
幻

介
さ
れ
る
こ
い
〈
は
あ
っ
て
も
、
そ
り
意
義
に
つ
、
て
誌
－
M
的
に
計
悩
さ
れ
る
こ
こ
が
な
か
っ

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
パ
て
は
、
む
に
ノ
J
U
政
解
剖
・
忌
品
川
昨
剖
・
司
法
解
剖
に
い
っ
ん
ー
す
正
沼
ー
司
法
の
坊
で
近
町
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ

日
一
、
一
所
部

と
そ
の
解
剖
の
支
所
ケ
判
断
す
る
的
役
指
と
し
て
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旅
手
れ
る
昨
日
ム
宗
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い
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；
ー
！
一
、
f
l
J
j
l

そ
わ
そ
わ
〆
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晴
行
泣
司
、
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出
匙

山
一
セ
批
砕
し
っ
ち
戸
、
そ
の
法
作
ぃ

へ
J
L
て
名
干
の
め
、
討
を
加
え
て
レ
く
こ
と
と
す
る

民
事
問
門
バ
ー
行
政
一
と
、
午
、
の
検
菜
、
こ
按
廷
の
端
緒
、
己
、
d

て
の
ぬ
茶

医
師
法

粂
は
、
「
反
射
は
、
死
停
止
は
灯
娠
四
円
以
し
し
の
げ
化
説
川
点
、
？
ー
松
山
支
し
こ
川
九
犬
が
あ
る
と
認
め

γtt一きは、

十
四
時
間

以
内
片
山
所
存
警
祭
事
に
州
刊
は

jmな
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
況
｛
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裁
市
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ハ
午
四
月
一
一
一
弓
J
4
一
一
川
一
法
記
判
決
に
お
い
亡
は
、
こ
の
俣
附
法
一

の
ヰ
思
烹
と
、
が

一
条
に
い
う
死
体
の

体
ピ
品
問
…
τ子
J
J
L
H
止
ハ
状
吉
認
め
た
民
師
、
引
J
P

グ
の
死
因
与
に
つ
き
診
療
行
為
い
お
け
る
業
以
惜
し
し
過
失
致
死
生
ず
の
山
庁
長
を
閃
わ
れ
る
お
子
れ
が

墳
の
い
ト
V
A
m

る
自
己
負
罪
犯
人
口
問
権
の
関
係
が
争
ぶ
と
さ
れ
た
っ

あ
る
ぬ
ム
？
の
医
師
法
一
二
条
の
胃
川
市
義
務
ぐ
憲
法
一
八
条
一

ぷ1；、Z司王を法制

叶
判
決
市
川
ヨ
に
よ
る
乙
、
医
師
法

会
に
い
う
記
朴
検
案
の
主
ν
式
は
、
医
師
が
一
K
E
4寸
を
判
乏
」
う
る
た
め
に
死
体
の
外
↓
択
を
拾
い

上
位
す
る
こ
と
：
と
さ
れ
、
そ
の
ふ
傾
案
の
対
象
こ
な
る
死
体
に
つ
い
て
は
一
－
寸
己

て
い
に
患
者
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ

な
い
。
〈
す
Q

の
が
仰
い
ψ
i
t

で
あ
る
と
I
L
l
n

主
に
伝
部
法
条
の
川
市
以
茨
務
に
つ
い
て
は
、

さ
察
官
小
一
刻
持
授
査
刀
一
端
緒
を
お

る
こ
と
を
む
易
に
L
9
る
ほ
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
嶋
一
察
官
が
長
芯
に
日
夜
半
口
の
が

ιパ
川
止
措
置
を
一
清
ず
る
な
い
こ
し
て
、
社
ム
山
叫
叫
九
市
古
川
北
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る
こ
と
を
可
能
に
ゲ
る
と
い
っ
役
割
乞
も
初
っ
た
行
政
子
殺
し
し
の
義
務
と
解
さ
れ
る
r

モ
し
て
、
以
、
状
肝
付
は
、
人
の
死
yLJ乞行えノ雫一

い
犯
司
引
に
か
か
わ
る
可
諸
制
μ
が
あ
る
7

似
の
で
あ
る
か
ら
、

ト
記
の
い
ず
れ
の
役
割
に
お
い
て
生
本
件
見
出
ヤ
バ
山
の
公
ぷ
卜
の
必
長
性
は

門向い
ζ

い
う
ベ
ル
イ

つ
い
て
供
述
を
峰
山
さ
れ
は
J

こ
与
を
保
障
L
た
も
の
こ
解
さ
れ
る
と
、
古
つ
（
Hhz長
ぷ
川
町
初

］
年
（
あ
）
第
八
一
一
ヘ
口
勺
バ
一

年

月

。
日
大
法
廷
判
決
・
川
集

一
巻
ー
す
人
fノ

貝
抗
告
間
六
本
件
届
出
義
市
町
は
、
院
一
川
刀
、
死
体
内
に
検
索
L
て
ば
凶
等
に
異
状
が
あ

、
そ
の
こ
と
を
受
妥
当
に
印
刷
け
出
る
も
の
で
あ
二
J

工
、
」
れ
に
よ
れ
、
屈
出
入
2
死
体
と
の
か
か
わ
り
等
、
犯
罪

行
為
を
千
晴
氏
ず
る
宇
一
呪
の
川
市
速
ま
で
も
蚊
制
さ
れ
る
も
の
で
は
ん
d
h
u
。
ま
に
、
が
師
免
許
は
、
へ
の
作
命
を
直
長
十
川
む
ず
る
診
－
片
行
為

を
行
沿
っ
資
格
と
付
い
イ
す
る
と
と
も
に
、
メ
れ
に
伴
、
つ
社
公
的
責
務
主
諌
「
る
も
の
で
あ
る
ν

こ
の
よ
う
な
本
件
川
山
義
務
の
怜
賞
、
内
一

容
・
山
任
戊
及
ぴ
一
供
二
仰
と
い
う
資
恨
の
特
質
と
、
本
件
L
M
山
義
務
に
成
す
る
F

川
記
む
よ
う
ほ
公
訴
一
心
高
肢
の
必
要
性
に
民
ら
す
と
、
一
一

射

同
義
務
の
は
行
に
よ
り
、
山
校
長
機
関
に
L
N
L白
日

ω犯
手
げ
小
品
ι覚
す
る
ぷ
絡
を
I7え
る
こ
と
に
も
な
り
相
け
る
と
と
、
り
ト
刊
で
、

主
の
不
向
刊
日
山
ど
負
う
可
能
が
い
が
あ
J

で
も
、

p

a

、、

乙
一
つ
t
7
ヨ

j
j
l
h
 

k
h
師
免
前
九
付
約
す
る
ん
U

問
的
根
拠
（
り
為
る
負
担
と
し
て
一
許
容
さ
れ
る
も
の
と

し
p

つ
ベ
ー
ベ
ラ
イ
し
占
あ
ヴ
旬
、
乙

医
師
法
二
条
の
異
状
ば
沼
山
山
に
ペ
ザ
J

て
は
、
そ
れ
が
嘗
察
官

L
hけ
る
犯
罪
奴
手
一
の
一
端
…
派
生
約
る
こ
と
ur
存
M
却に

F
，Q
、
と
い
う
こ

／
）
が
、
土
な
川
以
内
で
あ
匂
乙
L
、
そ
れ
を
義
務
／
）
一
j

る
の
は
憲
法
二
八
条
墳
の
つ
い
己
斗
ハ
非
犯
否
特
権
を
民
し
く
制
限
ア
る
1
d
一
の
で
あ
る

と
し
て
批
刈
的
に
剖
崎
市
を
民
間
ず
る
7

似
の
が
多
い

し
古
に
、
最
高
絞
も
医
師
法

条
の
川
行
J

什仏死

ur川
が
犯
罪
校
査
の
端
緒
ζ

な
る
工
こ
か
｝
R

J

’w
と
な
川
。
し
日
し
、
こ
の
届
川
川
義

務
を
一
行
政
一
千
紙
上
心
美
枝
1

こ
州
刑
し
て
、
そ
の
百
円
川
川
町
γ
医
事
配
的
生
行
政
に
方
包
さ
れ
る
死
刈
説
査
の
泊
ー
止
を
お
す
る
こ
〆
｝
に
あ
る
と

い
い
号
、
え
る
こ
と
も
主
従
で
お
る
し
そ
う
で
な
い
と
［
て
、
も
し
市
川
仁
μ

ハ
体
的
一
ぱ
事
京
の
解
決
と
し
て
、
回
己
負
罪
組
長
引
拡
か
あ
王
打
広
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主
主
汁
こ
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Y
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7
ι

一h
p

L

1

f
↓
イ
！
V
】

〈
古
川
悦
さ
れ
た
の
で
は
、
法
の
戸
的
が
ほ
と
ん
と
達
成
さ
れ
な
く
な
勺
p

い
う
ぞ
い
門
拘
ー
も
あ
る
「

医
師
法
一
一
一
条
に
い
う
検
業
の
意
義
は
「
医
師
が
化
対
？
J

を
汀
心
す
る
た
め
に
必
体
の
外
交
を
拾
い

不

L
之
裁
斗
J

例
は
、

R
4仏
仙
の
審

と
さ
れ
た
c

川
判
決
の
調
査
ph静
一
向
に
よ
れ
ば
医
師
作
去
に
い
ろ
「
険
業

一
桂
川
叶
決
以
外
に
見
当
に
ム
な
い
う
／
）

γ
っ
。
も
3

と
も
、

死
ヨ
詞
査
の
治
組
に
お
J

ど
仏
関
案
は

r
h刊
－

J
る
こ
と

医
州
法

条
ス
外
に
も
一
れ
わ
れ
る
が
、

に
つ
い
て
、
そ
の
法
制
凶
円
？
の
広
域
咋
を
給
、
ー
す
る
ー

亡
、
医
収
法
一
一
条
に
い
二
1

ノ
筈
察
店
出
前
の
ふ
引
条
と
行
政
筏
関
心
誠
治

ユF
亡
主

ー
よ

f
t

現
行
の
死
因
調
査
に
関
ず
る
法
制
に
お
L

の
の
詰
義
に
つ
い
て
止
面
か
勺
判
断
を

そ
れ
ら
の
烹
義
川
J

に
つ
い
て
の
法
い
ru
－
－
皆
川
も
ま
た
一
は
千
九
ど
外
ら
れ
な
い
n

し
た
刀
っ
と
、

さ
ら
に
後
ty
れ
に
は
め
仰
向
胤

mi文
れ
に
い
う
れ
行
検
視
げ
一
会
に
お
け
る
J
O
心、

コ
政
令
て
定
め
る
地
ど
包
拡
相
す
る
部
v迫

に
よ
る
ル
初
日
決
心
二
ウ

化
μ
料
収
川
批
判
店
川
則
六
条
項

府
県
知
事

の
山
十
守
山
に
よ
る
－

、
り
死
私
見
分
14
会
に
r
d
u
川
る
も
の
、
L
L
L
了
一
兆
円
い
明
品
川
悦
r行
法
八
条
に
い
う
匹
mtmh
民
む
検
索

の
一
つ
が
あ
る
ι
以
下
、
こ
れ
ら
川
つ
の
検
索
に
つ
い
と
述
べ
る
わ

（

J

医
師
法
一
一
一
条
に
い
っ
般
家

さ
き
に
述
え
た
と
お
り
良
市
哉
は

什
悼
の
れ
パ
点
。

Tυ
快
査
」

J
Q
h
一こ
L

ぷ1；、Z司王を法制

か
人
円
か
を
問
わ
な
い
と
λ
J
る
の
日
小
柄
、

の
死
産
川
町
し
を
検
索
し
て
宍
状
が
あ
る
、
誌
や
め
f
ハ
乙
き
は
、

こ
銅
山
川

4t

料
防
法
二
条
に
い
ニ
J

検
来

つ
い
て
、
「
医
師
が
死
因
勺
を
判
定
す
る
た
め
に
剥

そ
の
検
小
糸
の
対
象
と
仕
る
死
件
に
つ
い
て
は
「
つ
い
I
し
の
一
誌
様
し
て
い
七
忠
蓄
の
ー
な
一
の
で
あ
る

で
あ
る
と

L
た
。
こ
の
官
義
に
加
え

可
条
は
医
師
に
対
L
て
「
民
朴
又
は
灯
娠
阿
川
以
l

川
崎
間
以
内
に
一
川
特
執
が
告
に
届
け
出
な
け
れ
は
な
ら
な
い
」

告
の
重
史
な
品
川
緒
と
は
い
J

得
る
も
の
で
為
ち

ず
る
。
こ
こ
で
死
体
又
は
死
産
見
は
、
殺
人
、
来
お
上
泊
先
致
死
、
山
T
m
I干
の
亘
氏
な
犯
川
刈
の
副
拠
て
あ
る
刊
誌
性
が
ゐ
り
、
犯
罪
校

ま
た
犯
罪
は
も
と
よ
わ
、
に
と
ら
え
犯
罪
以
外
の
原
因
に
よ
る
も
の
ヤ
丸
ッ
て
も
、
人
が

（！メ人民半、 cs＇ス・＂3SJ:、。il7:zo河口、



死
y

し、
J

て
い
る
場
企
で
あ
っ
亡
、
医
師
が
け
宍
状
を
認
め
る
と
き
は
、
し
が
l

会
の
い
え
ん
と
引
件
、
原
の
維
持
に

b
げ
た
対
L
U
F
f

行
政
心
和
織
と

ー
〕
て
位
喜
一
不
が

rら
な
け
れ
ば
k
hな
い
と
い
有
事
怒
が
考
え
、
J
れ
る

、k
れ
ま
で
、
特
に
医
療
界
及
び
医
事
法
学
心
分
野
に
お
い
て
は
山
己
負
罪
犯
山
特
後
乙
の
関
わ
り
か
ら
同
条
の
解
釈
に
懐
疑
的
な
も

の
が
多
か
っ
た
U

ふ
い
孔
は
そ
も
そ
も
見
状
死
席
日
が
犯
罪
け
端
緒
と
な
り
、
そ
れ
が

γ
く
さ
ま
刑
事

T
統
そ
の
も
の
へ
と
転
化
す
る
と

ふ古 － 
,!".) '•' 

ic う
る逃
併
1T 干
J立の
~＇官も
!'Er Gコ
J_, ＇·~ 

L 間
と E互
の 7；冶
死あ
内ハ
顎rj ！二
査も
c、Cコ
端こ

紺＂寺
ビス
ム0 ,; 
る h
P る

点t1.,, 
~a 

る

異
状
死
回
山
円
相
変
そ
の
も
の
は
が
宇
市
ぺ
J
i政
分
野
ピ

総
f見）
規検
f！子tJI
l主士立
PIJ 
i工
条

i食
業

ぷ
の
一
札
ぷ
で

、」、
ι
比
肢
は
、
警
察
｛
己
が
変
死
者
え
は
変
死
む
誌
の
忘
る
死
休
♂
H
U
下
一
変
死
私
一
「
い

究
開
し
、
P

ソ
〈
は
ご
れ
が
あ
る
旨
の
一
恒
例
を
受
け
た
と
き
の
枚
悦
に
悶
す
る
千
日
靴
、
方
」
店
そ
の
他
必
髪
、
古
車
m
引
を
定
め
る
こ
と
を
日
的
と

ー
る

2
規
定
す
る
っ
そ
し
て
、
同
規
則
4
条
は
刑
事
訴
訟
伝
川
市
二
じ
二

i
ん
条
第
一
一
取
り
規
定
に
工
り
致
死
体
に
つ
い
て
検
杭
ψ

ず
る
場
合
に
お
い
て
は
、
医
師
り
J

一
会
を
求
め
て
と
れ
主
行
い
、
「
み
わ
か
に
倹
山
内
J
J
同
に
、
こ
の
弘
山
木
JE4hruf
る
と
と
J
U
に
、
牧
杭

訓
主
い
を
作
品
、
ν
て
、
振
彩
、
）
ん
じ
勺
豆
一
体
ァ
と
J

も
い
、
火
山
ハ
刊
し
な
け

い
」
に
、
二
L

いザハ
w
v

刑
事
訴
訟
法

九
長
唄
は
、
山
市
一
花
者
又
は
変
死
の
疑
の
あ
る
死
体
が
あ
る
乙
き
は
、
そ
の
所
在
地
合
管
畦
1
3
0
地
方
検
索
汁

又
は
区
検
察
庁
幻
検
↑
さ
h
は
、
検
視
を
1

）
な
け
れ
ば
な
ら
在
い
L

と
ー
ノ
、
コ
川
久
市
二
日
、
で
「
牧
山
知
官
は
、
仏
快
叫
獄
事
務
恒
又
は
J

門法也一一察門日目

に
，
刑
法
の
処
分
か
さ
せ
る
こ
ζ

刀
↑
ど
き
る
ー
／
一
規
｛
疋
「
る
。
こ

－U
手
料
を
定
吟
に
も
の
で
あ
り
、

一
辺
で
ハ
片
山
戸
イ
ハ
坊
川
知
ど
と

置
く
？
も
の
で
あ
る
。
司
法
検
悦
は
下
、
際
げ
ー
は
寸
法
整
中
将
司
り
に
｝
白
筈
察
官
が
行
う
こ
J
が
多
い

し
に
が
ぺ
て
、
刑
事
訴
訟

七仁..、

九
条
項
目
l
L

基しい
q

て
検
刻
印
イ
一
と
条
の
午
、
一
旬
、
明
混
が
行
わ
れ
る
の
が
通
例
て
丸
ゐ
と
与
え
ら
れ
る
c

Z
L

の
場
合
、
検
利
い
規
叶
一
と うノ

: Ex人i.tcチj苅 '3+S：二引っし凶［2υCS.;I、



条
は
、

1

検
似
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
民
間
の
？
リ
会
な
ぷ
め
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
こ
れ
は
、
険
悦
！
日
死
体
的
状
態

か
ら
犯
し
の
掠
沼
に
い
b

け
る
犯
却
性
の
む
加
を
判
断
ず
る
だ
の
の
子
続
で
あ
り
、
医
学
的
知
識
を
裂
す
る
処
分
で
あ
る
こ
乙
に
治
人
、

－E
－
 

的
助
ノ
色
に
し
て
隈
師
の
立
ム
討
を
史
請
し
、
検
索
を
ふ
れ
り
る
さ
一
の
で
あ
る
乙
解
さ
れ
る
。

こ
こ
で
心
検
索
は
司
法
的
山
初
？
つ
ら
の
代
r
七
仲
間
相
山
；
し
に
求
め
ら
れ
る
J
凸
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

J

U

Z
い
ら
川
占
r
lぷ

上
位
そ
の
？
冶
も
の
で
あ
る
ζ

混
同
さ
れ
か
ね
広
い
が
、
司
法
的
山
中
“
け
い
そ
も
て
も
犯
罪
心
櫛
凝
り
λ

什
帆
…
を
交
し
に
u

る
や
め
に
行
わ
れ
る
処
分
で

,Iιら

k誌と
丈ζ

カt J~ 
三［＇ !Jf' 
' シコ
オし Pl 
:J ~~ 
そを
日Cj

で 七た
強と
~~；ヲ

~F: も
kむの
さで
才~ I土
ゐ土／ぷ

万
も
の
で
は
な
く
山
県
告
刀
持
緒
に
「
さ
ず
、

FM組
の
結
県
、
犯

し
に
が
っ
て
、
犯
罪
性
一
古
川
川
針
す
Q
た
め
心
可
法
検
慢
と
い
弓
処
分
に
し
ぶ
い
て
、
補
助
と
し
て
一
託
一
仰
が
校
長
を
行
う
の
戸
あ
ゐ
炉
、

こ
こ
で
C
医
師
の
判
附
、
山
ど
の
村
皮
処
分
L

影
響
を
及
ほ
し
日
付
る
の
か
ん
は
明
ら
か
で
た
い
ン
実
際
に
検
案
を
行
コ
た
屋
川
叫
が
犯
罪
性
や

一九〕

疑
い
、
一
円
店
所
前
の
必
要
性
乞
不
し
た
戸
も
悶
わ
ら
す
、
解
剖
が
な
さ
れ
広
い
場
台
が
J

め
る
こ
と
も
品
川
扮
ν
J

れ
て
い
る
し
千
？
弘
附
m
T
D

ー
れ
ば
堂
察
行
政
九
お
け
る
行
政
裁
日
山
委
ね
ら
れ
と
い
る
と
併
す
る
の
か
相
当
で
あ
る
υ

V

で
ふ
」
、

J

7
／
 

」
こ
で
の
処
分
が
け
取
慣
行
九
は
犯
罪

県
人
口
に
ー
武
川
し
な
い
の
で
あ
ワ
て
、
古
一
に
再
弔
i

比
百
止
行
政
の
い
税
t

、を枯れ一本
J

比
一
一
行
こ
と
日
川
リ
民
で
め
り
、
死
因
調
子
の
直
正
を
別
ず
る

と
め
に
伝
聞
の
検
索
結
門
前
の
効
ん
が
今
後
さ
ム
J

い
思
府
さ
れ
る
余
地
は
あ
ろ
え
ノ
戸

ぷ1；、Z司王を法制

一
）
死
体
れ
扱
規
則
ハ
条
二
切
に
U

つ
倹
す
い

さ
き
に
よ
～
ぺ
た
検
視
規
則
に
お
け
る
検
索
ば
、

変
死
者
ソ
ん
は
変
死
の
疑
の
為
｝
匂
死
体
i

対
し
て
川
市
平
J

九
訟
法
一
一
品
長
二
次
の

代
行
検
制
、
す
な
わ
ち
司
法
検
川
況
に
お
い
ブ
に
実
焔
ミ
れ
る
も
の
と
あ
〉
た
。
そ
れ
に
刻
じ
て
、
死
体
取
扱
規
則
六
条
山
中
に
い

は
行
政
紛
ハ
視
に
付
悦
し
て
支
旅
さ
れ
る
も
の
で
為
る
c

こ
一
一
で
は
死
体
取
扱
川
祝
日
河
札
止
め

一
死
体
が
犯
罪
に
ゼ
凶
ず
る
も
U
で
な
い
こ

（！メ人民半、 cs＇ス・＂3S3：、。；1p:zo；〕8.11、



と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
企
」
に
、
同
規
則
ヘ
条
↓
刷
、
ゼ
ザ
団
体
の
比
分
を
行
為
ノ
に
当
っ
て
必
支
が
め
る
乙
き
は
、
医
師
の
立
ム
ぷ
を
求
め

江
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と

f
る
も
の
が
一
成
巾
ず
る
。
し
た
が
っ
て
条
文
上
、
検
伺
規
則
に
い
ろ
ノ
枚
業
ζ

引
な
り
、
L

九
件
以
岐
川
周
別
に
い

う
検
家
は
必
裂
に
I
U
じ
て
実
刷
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
省
略
す
る
こ
ノ
↓

コ
だ
1
1
検
況
の
口
的
ヘ
l
v

異
な
る
乙
は
い

え
、
死
当
不
切
り
死
体
に
刻
し
ζ
医
字
的

M
一
併
を
求
め
る
」

γつ
ノ
」
戸
で
検
索
の
門
的
は
弘
通
す
る
と
、
三
，
が
あ
る
。
ま
乙
死
体
収
扱
規

川
町
長
か

化
同
の
読
む
ー
も
今
日
比
二
二
死
体
の
行
政
上
の
限
設
方
法
及
び
一
］
紘
l

」
十
を
ハ
丸
め
る
戸
、
と
を
弓
お
と
「
る
一
じ
て
川
る

山…
hγ
丘
三
必
ず
れ
や
は
、
山
川
系
に
」
っ
て
医
学
的
見
解
hv
ぷ
吟
る
必
要
性
は
誌
な
わ
れ
な
レ
場
合
が
店
、
こ
ん
ど
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
む

［
ろ
、
こ
日
」
に
お
い
て
も
ぬ
次
は
重
版
で
お
ろ
司

U
）
死
体
解
市
似
た
引
法
八
条
一
一
岐
に
い
う
検
案

死
作
解
剖
保
存
伝
八
条

加
は
、
「
政
令
て
定
め
る
地
な
管
轄
「
る
都
道
げ
県
知
事
は
、
守
山
心
地
伐
山
川
に

中
主
叶
ぴ
人

は
災
中
ハ
い
九
工
し
ノ
兆
ー
一
し
に
は
祉
の
あ
る
死
体
そ
の
－
他
死
区
の
明
ら
か
で
ず
れ
仏
い
死
体
に
つ
い
て
、
メ
の
死
医
中
川
町
ら
引
に
ず
る
二
め
監
察
医

ユ
ゼ
足
、
さ
、
こ
れ
に
検
ぷ
さ
壮
、
又
は
牧
案
に
よ
っ
て
J
M

ば
閃
の
判
明
し
な
い
場
ん
け
に
は
解
剖
さ
砕
る
と
と
が
で
き
る
に
的
判
、
二
十
世
一
死
体

又
は
変
死
の
い
況
が
あ
る
化
体
に
つ
し
ー
は
、

川
一
一
「
訴
訟
法
第

e
i
4
1
b
h
ベ
の
荒
廷
に
よ
る
松
一
払
が
あ
っ
た
ノ
段
で
な
け
れ
ば
、
検
案
f
人

は
相
抑
制
手
山
る
こ
〆
」
が
む
き
な
い
」

問
事
一
寸
前
作
の
泌
乏
に
d

〆
7
1
同
条

バ
（
で
は
、

ー
前
河
（
川
J

規
定
に
よ
る
検
案
又
は
縦
訓
は
、

る
枚
計
又
は
鋭
4

心
の
た
め
の
一
川
訓
を
め
り
る
v
も
の
で
は
々
い
」

と州市りに
L
て
い
令
。

、
」
こ
に
い
い
つ
め
山
支
は
政
経
院
に
よ
る
も
の
を
指
ふ
り
2
0

死
咋
解
剖
併
存
法
人
長
引
の

政
令
て
｛
疋
め
る
地
l

一は

県
池
山

m
kを
置

く
べ
き
約
践
を
え
め
る
政
令
t

は
よ
h
、
山
川
／
釈
は

1
4京
郊
の
メ
一
日
存
L
q
J

る
く
一
域
、

人
阪
市
、
検
浜
市
、
名
十
日
出
佐
川
叫
び
神
戸
市
l

と

台一、山町い
r
、い

、
一
れ
ら

f
つ
の
地
域
に
限
打
、

死
回
心
明
ら
ど
L

叫
レ

に
つ
レ
亡
「
死
川
凶
一
ゲ
↓
明
ら
か
に
す
る
た
い
f

げ
い
ム
布
製

: Ex人i.tcチj苅＇ 3+S：二4JciO [2山S.;I、



医
ぃ
、
。
る
牧
宝
で
か
行
わ
れ
う
る
こ
と
い
な
コ
て
い
る

医
事
衛
司
行
政
L
L
L
℃
の
解
剖
と
州
事
手
AKに
お
け
る
解
剖

死
体
併
訓
保
打
法
人
条
の
去
羽
z
ぜ
使
え
ば

ム
ノ
て
？
色
川
北
湿
の
司
一
川
町
L
な
い
場
介
に
は
鮮
剖
さ
仔
る
、
｝
乙
が
で
き
る
t
o

こ

れ
は
陪
察
医
制
度
施
行
地
域
を
刻
家
、
r

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
さ
き
に
述
べ
た
四
つ
の
憤
案
の
い

北
河
川
同
4
y
c

d 

ふ
れ
引
い
‘

こ
の
い
氏
現
は
巾
！
て
は
ま
る
t

死
体
解
剖
保
存
法
は
死
体
所
刈
の
包
抗
的
、
統
一
前
な
法
制
2
し
と
整
怖
さ
れ
ー
一
、
も
の
で
あ

同
法
二
条
項
号
の
死
体
時
川
部
資
格
に
お
w

て
そ
の
所
針
。
一
神
町
民
吉
よ
み
と
ノ
九
て
J

に
分
芳
、
し
L
い
r
匂一

L
U
J

な
わ
ち
、
同
法
托
吋

同
特
別
一
条
市
川

tc死
仏
解
説
資
情
一
託
先
申
請
芹
第
四
円
勺
芹
よ
は
一
一
ー
と
し
て
行
お
う
と
11
る
Mm副
心
荷
額
と
し
て
一
病
理
、
系
統
、

＋
V
M
「
内
の
別

を
設
け
て
い
る
の
で
あ
る
c

、
一
心
ヰ
ち
一
、
病
壇
裕
一
ハ
青
山
2
系
統
府
川
市
は
仙
川
市
川
淵
売
と
し
て
よ

η
は叫が
J

ろ
伝
子
教
育
l
L

資
ド
り
る
こ
と
戸
主
紋
を
円
い
と
お
り

小
結
に
い
う
化
問
訓
告
に
お
け
る
解
市
と
し
て
は
法
医
解
J

川
が
ψ
I
C
は
ま
る
r

次
に
法
医
照
市
九
ん
F
ま
れ
る
解
！
斗
一
に
つ
い
て
検
討
す
る
い
死
体
解
t
v

日
が
川
氏
一
予
ノ
条
の
死
体
州
法
罪
と
の
関
係
で
違
法
作
一
昨
出
却

さ
れ
王
？
に
「
解
剖
」
之
、
〕
亡
認
め
つ
れ
る
ひ
と
つ
の
交
玄
と
し
て
法
令
！
の
一
昨
可
が
あ
る
f

こ
の
必
可
と
い
う
観
九
一
か
、
コ
法
医
前
町
剖

み
」
分
担
L
、
古
ノ
と
寸
る
と
、
死
体
解
剖
保
f
什
法
A

灸
一
頃
二

ト
4
J
h
M
i
ふ
い
4
1
9
F
J

一、

化
体
解
剖
保
存
法
八

ハU
7
の
解
訓
川
げ
Lv
浩
司
げ
ら
れ
る
す

条
項
の
監
察
院
に
よ
る
解
剖
、
刑
事
訴
訟
汁
二
二
九
条

一
ハ
八
条
河
（

ー
パ
条
項
に
よ
る
円
滑
剤
、
食
u
叫
ん
惜
司
法
五
均
条

ぷ1；、Z司王を法制

頃
・

4
条
二
日
ρ

に
よ
る
筑
刻
、
検
疫
リ
日

二
条
ゐ
尽
に
も
診
る
海
剖
で
あ
る
。
ま
～
l

↓
本
誌
に
よ
》
て
流
一
町
半
、
一
一
う
も
の
と
し
こ
死
体
解
剖

保
存
法
じ
条
の
遺
族
心
主
誌
を
泣
す
る
解
剖
が
号
、
ス
ら
れ
ゐ
n

川
小
一
、
で
は
、
「
れ
ら
の
解
剖
ん
で
司
約
と
I
思
JhJ本
誌
の
交
ぎ
か
ら
繋
注
し
て
お
き
に
い
。

ま
ず
、
死
体
熔
川
市
保
存
法
人
条
一
前
引
に
い
二
つ
解
剖
は
、
貼
察
医
税
財
ぷ
施
行
地
域
に
お
い
γ
る
送
波
止
小
誌
を
必
要
と
し
な
w

、
J
？
ば
ら

（！メ人民半、 cs＇ス・＂3ss：、 Gil:zo河口、



行
政
じ
的
の
%
悶
調
4
4
と
い
え
る

（
以
下
、

1

行
政
解
剖
」

ζ

し
い
う
）
三
も
っ
と
之
、
死
体
解
剖
保
存
法

久
本
は
、
「
死
付
主
解
剖
し

と
者
は

マ
の
rz引
件
に
つ
い
に
犯
罪
t
関
係
の
あ
る
異
状
が
よ
め
る
と
叩
認
め
た
〈
き
は

？
凶
時
間
以
刊
に

解
剖
を
し
ん
｝
？
山
川

者
長
に
ド
円
け
山
川
な
け
れ
ば
な
ら
勾
い

〉一刻
f
心
1

て
お
り
、
J

も
っ
ぱ
ノ
「
政
日
的
仁
熔
剖
を
じ
っ
て
い

f
乙
し
し
も
、
異
状
を
認
め
た

ぬ
ム
口
は
刑
事
訴
訟
法
ー
の
解
剖
｛
に
w
r
h
替
わ
る
、
了
こ
が
あ
り
有
る
こ
と
に
は
匂
怠
「
る
。

一
こ
ろ
で
、
こ
の
行
政
解
剖
の
究
臨
状
況
に
は
し
て
は
、
古
ね
て
よ
り
地
域
去
の
あ
る
ご

% 

死
体
肝
訓
保
存

法
が
州
叫
！

ιき
札
た
島
、
比
六
戸
伶
と
北
い
ね
I
て
公
衆
衛
パ
ー
は
飛
躍
釣
に
刊
一
し
心
と
唱
え
る
か
も
し
れ
な
い
c

同
法
八
条
一

山
明
の
規
’
止
も

併
川
市
さ
せ
る
い
と
が
で
さ
る
一
と
い
う
任
意
規
定

t
t山
り
、
地
域
心
中
k
l
R
に
照
ら
し
と
透
切
な
実
施
が
求
め
ら
れ
れ
ば
、
品
川
域
主
は

吋

j
d

自
と
～

rー
ム
九
九
品
、

寸
F
U
j旬、

J

レ
／

I
1

次
に
刑
事
J
J

川
訟
リ
レ

一
！
ハ
八
～
染
品
刑
判
a

二一

7
h染

前
引
に
よ
る
解
散
が
山
ぬ
る
ν

刑
事
訴
訟
法

二
九
条
は
検
証
に

N
け
る

条

死
体
り
併
！
山
川
で
あ
り
、
同
防
一
た
八
条

目
、
及
び
二
一
九
条
一
唱
は
鑑
ハ

4
K花
有
に
よ
る
解
剖
で
あ
る
っ
こ
れ
っ
ぱ
？
川
伝
の
た
め
の
渋

E
M肝
！
誌
で
め
る
ハ
わ
が
国
に
お
い

C
は、

こ
の
一
一
円
［
は
の
た
め
の
伝
医
師
町
吉
（
以

F
「一
μ
ョ
民
俗
！
ホ

と
い
う
）
が
別
に
発
達
し
て
い
る
悶

係
、
犯
罪
い
悶
係
が
あ
る
と
県
わ
れ
る
死
体
に
つ
い
て
は
、
行
政
解
剖
よ
り
ち
即
時
ヴ
ル
的
い
司
法
解
剖
が
な
J
C

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

食
品
品
川
牛
法
h
九
条
一
度
・
同
条

項
に
よ
る
相
抑
制
は
川
町
則
と

L
て
ヰ
請
を
要
ず
J

る
悦
剖
と
あ
る
が
、

尽
に
ー
そ
の
死
体
vT別
訓

ー
〕
な
け
れ
ば
掠
沼
が
判
明
せ
ず
、
で
の
結
果
、
八
ム
栄
街
パ
ー
に
4

一中一十、な危
A

？
？
主
ぼ
ず
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
例
外
こ
し
て

送
絞
り
同
意
日
し
に
解
剖
JY認
パ
の
て
い
る
n

検
疫
法
一
一
一
条

羽
も
一
死
因
を
切
ら
古
に

め
に
解
剖
や
行
う
必
ω
誌
が
あ
り

つ
、
そ
の
ム
石
川
弘
C
J昨
夜
が
fm
川
引
で
あ
る
か

ゴ
ん
は
迭
族
内
J

遠
隔
の
地
汁

d
d
出
に
d

り
法
此
抗
日
誌
必
が
吋
叫
す
る
り
を
刊

っ
て
レ

t
は
去
の
解
剖
の
伺
お
か
ほ
J
ん
ど
注
せ
ら
れ
な
い
こ
と
勺
九
唱
ら
お
て
あ
る
と
き
は
、
選
放
の
J

小
詰
一
九
主
主
、
げ
る
、
｝
と
士
山
六
し
な

: Ex人i.tcチj苅＂ 3・4おりjc;2 i:2υCS.; I、
1ρ 



し
」
と
す
る
v

と
ら
、
り
も
公
衆
鳥
山
ι
し
の
続
t

、
か
ら
そ
の
解
剖
の
必
法
性
、
？
高
い
は
明
白
に
お
い
て
は
ふ
誌
を
裂
し
な
い
と
い
っ
品
川
百
で
あ

り
、
み
れ
ぞ
れ
食
品
衛
生
ナ
、
L
L

の
行
政
相
川
刻
、
検
疫
法
！
の
行
政
解
剖
と
い

、
死
休
縦
訓
保
存
法
ぷ
ふ
に
い
う
遺
族
の
忌
訟
を
吹
ず
る
解
剖

T
ね
る
ラ
ご
れ
は
刊
日
山
八
条
改
の
ノ
行
政
解
剖
ζ

い
別
L
て、

区
甘
｛
ピ
小
匡
別
段
未
施
行
地
肢
に
お
け
る
行
政
鮮
刻
で
あ
幻

日
引
い
り
及
び
一
号
の
川
W
4
U
か
ら
す
れ
ば
食
品
市
司
法
や
検
疫
法

川

に
お
け
る
行
政
解
剖
よ
れ
も
送
阪
の
十
申
請
を
的
く
れ
本
げ
の
て
い
る
ド
い
て
示
請
解
剖
4
ζ
γ
7
U

土
品

1
4円卜一

ー）
j

J

i

ご
こ

ι、
行
立
解
剖
及
び
不
訪
問
山
部
に
つ
い
亡
は
、
死
体
併
剖
保
有
法
久
本
に
レ
う
一
死
川
内
調
査
の
辺
正
ケ
↓
射
す
る
こ
と

ιよ
パ
て

公
来
術
作
む
同
二
乞
出
る
一
と
い
う
何
百
ぺ
υ
医
事
札
制
作
ノ
汀
伐
に
よ
二
L

旧
日
わ
、
れ
て
い
る
と
レ
ぅ
、
｝
と
か
、

•＂τ L二、
ij入

寸
法
所
前

に
お
い
て
は
安
一
引
衛
ヨ
行
J

バ
と
し
こ
心
片
的
は
杭
保
さ
れ
立
い
の
だ
ろ
う
か
と
れ
を
校
訂
す
る
初
九
と
し
こ
、

こ
こ

C
は
解
剖
情

恨
の
山
肌
故
に
ド
リ

L
tい
コ
死
同
調
レ
立
の
泣
に
ど
い
う
お
ム
口
に
、
行
政
機
院
に
対
し
て

め
ら
れ
よ
A

d

た
と
、
ズ
ば
、

へ
の
解
帯
情
説
の
、
高
司
ば
席
不
が
求

点
？
市
部
思
m
V
4
u
医
務
院
で
行
政
解
剖
が
な
さ
れ

f
場
ム
円
、
遺
族
に
2
h
L
f
」
解
！
前
川
日
比
の
誕
明
が
な
六
、
わ
る
ハ

に

（土

よ
っ
て
氾
け
ら
れ
た
怯
載
は
と
の
よ
う
に
披
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

出
川
［
店
時
裁
斗
l

成
一
l
i
l

－
－
ハ
刀
川

i
R－川市
4

一
一
同
部
決
定
は
司
法
制
附
引
を
公
託
、
ν
た
鑑
定
人
に
対
、
三
ー
に
、

が
命
じ
ら
れ
た
む
測
で
あ
る
す

伊
川
｛
疋
主
？
の
控
え
文
書
の
捉
出

－Aj
L

、
ィ
工
事
、
一
、
f
」斗
J

品、

にい叶川
ν’人
L
h

斗h
v
l
J
u
r
f
f

縦
一
七
吉
の
段
、
p
d八
宝
い
は
民
い
ざ
訴
－

JZ山
二
一
（
U
字
、
回
口
主
、
に
い
っ
刑
事
事
件
ピ

係
る
誠
訟
に
関
す
る
吉
町
制

p
u
h
i

「
川
事
事
利
関
係
主
顎
／
一
い
う
）
に
当
七
ら
な
い
こ
じ
つ
つ
、
仮
に
そ
う
で
な
ど

γ
モ
ー
も
、

ぷ1；、Z司王を法制

民
事
訴
訟
作

山
中
は
り
珂
却
に
に
は
認
内
ゴ
1

／
な
い
と
3

J

て、

二
口
条
囚
号
ホ
の
斗
t
j
H

越己
H
に
泊
、
レ
J
L
、
言
質
的
に
船
山
A

自
が
な
い
か
ら
、

＋人主守山先山リム川町
ι司ドJvr
告
付
｛
疋
）
て
い
る

k
事
訴
た
J
一
二
ハ
〉
条
四
号
ホ
は
川
川
市
下
事
件
渇
係
育
料
用
」
を
文
」
目
指
出
え
務
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
規
定
で
あ
る
口
J

り
川
グ
止
は
ギ

成
ム
一
寺
法
伊
九
！
八
μ
勺
に
よ

こ
の
改
正
に
つ

u

て
は
、
川
市
宅
件
渋
係
書
拓
民
が

作
に
山
山
人
中
山
英
治

h
t
b除
外
さ
れ

（！メ人民半、 cs＇ス・＂3S7、9'2:zo河口、



亡
い
る
た
め
、
ャ
れ
、
り
の
記
録
Jr必
必
と
「

Qm決
定
的
「
士
、
ノ
な
医
療
事
件
に
悶
f
Qも
の
や
交
通
事
J夜
、
薬
害
、
公
竿
h
a
y
多
く
の

民
事
訴
訟
の
注
む
に
闘
艇
を
き
た
す
お
で
れ
が
あ
り
、
授
八
司
の
密
行
性
や
ノ
一
ア
イ
パ
シ
、
保
設
を
考
慮
｝
ノ
に
も
安
当
と
は
一
叫
い
野
い

ま
た
、
同
心
ト
μ
九
ア
が
害
さ
れ
る
お
て
れ
等
を
河
白
川
y
」1
ν

て
正
「
官
官
1
7

け
が
提
出
弐
ー
け
が
日
い
己
日
述
へ
亡
と
き
は
、
そ
の
志
ィ
パ
の
相
日
性
ピ

つ
い
て
の
み
司
法
判
阿
が
及
ぶ
こ
い
h

の
で
は
、

既
日
同
宵
J
が
提
出
義
務
が
な
い
乙
汁
断
ず
る
に
ヱ
っ

の九
i

迅州
U
を
斗
川
町

γ司令

妥
当
？生

詰え
っ
」

() 

はの
か七

三ジ イJ
し、♂~
じ lー？

で
.~. 
，.，之

、flj
開J
1;ι 

りた

品、
v、
！.~ 
〆

日
規
定
に
よ
る
別
事
事
件
民

N21判
U3
一
律
提
出
品
汀
グ
の

た
円
に
以
り

持
を
・'F 
－ず
る ci]

.¥!'. 5q平
わ告i
れの
るf清
ll! 

:Z I~ 

vとし、

は

守
秘
義
務
と
の
関
係
1
鉱
山
長
託
有
か
ら
向
技
法
波
に
汁
し
て
お
町
一
ゲ
一
行
う
一
一
と
に

通
jli1; 

き
ら
に
間
決
定
に
円
刊
行
る
事
案
の
よ
ろ
に
主
療
過
訟
が
一
段
わ
わ
し
る
場
合
、
↓
F
L
出
問
一
川
市
結
用
水
手
記

［
た
鑑
｛
弘
吉
そ
の
も
の
い
い
捜
任
検
問
が
所
持
し
て
お
り
、
事
作
発
ほ
J

か
ら
一
ル
ヤ
以
工
符
過
し
て
も
店
J

副
不
一
必
一
併
の
判
断
が
ば
さ
れ
な
い

も
の
も
稀
で
は
な
い
よ
う
て
あ
る
J

｝
の
よ
う
に
法
判
決
に
対
し
て
政

η
u
wな
解
剖
耕
民
♂
伝
え
ら
れ
h
b
い
ご
と
に
は
多
く
の
枇
パ
ギ
ィ
が

あ
る
す
こ
よ
J
L
L
T

九
十
干
杭
か
」
考
駁
し
仁
、
日
決
定
mu
バ
け
は
次
、
り
ょ
っ
江
川
叫
べ
て
い
る
L

「
・
ト
ヘ
件
丈
芹
問
、

閉
山
容
機
関
心
眠
託
を
受
け
て
縦
走
主
つ
っ
た
医
師
、
か
鋭
定
書
と
は
別
個
与
Z
J

問
研
究
の
資
料
に
も
山
い
る
た
め

に
作
成
L
所
右
｝
J

て
い
る
拾
え
文
書
で
あ
パ
て
、
刑
弔
訴
訟
関
係
法
九
ロ
ケ
仇
っ
て
作
成
が
義
務
づ
け
ら
れ
亡
い
る
も
の
で
は
な
く
、
授

河
機
関
に
提
出
す
ノ
J

き
生
む
芝
生
江
い
か
口
、
そ
の
件
質
L
L
、
川
一
事
事
件
関
係
者
組
に
該
当
、
ご
ωい
と
い
う
べ
き
で
あ
る
υ

ま
行
仮
ピ

吋
ゲ
う
と
な
い
：
ぷ
I
J】
、
本
が
い
の
山
d
人
は
本
位
い
い
ぷ
書
判
容
の
対
象
者
の
相
続
九
ず
あ
る
か
ら
、
ノ
一
ア
イ
パ
シ
、
侵
守
い
の
山
住
友
も
皆
川

に
ん
す
し
く
、
さ
ら
に
、
当
該
問
主
不
支
灯
い
お
い
て
被
需
者
り
わ
ん
止
円
ー
で
き
て
い
な
川
場
合
は
／
）
も
か
く
、
本
件
に
お
い
て
被
疑
者
エ
想

｛
忘
さ
れ
る
者
は
は
叶
子
か
ら
別
ら
か
で
あ
っ
て
、

L
か
？
わ
当
該
刑
事
事
件
に
お
け
る
肢
を
ふ
ム
び
公
斗
子
統
は
、
被
害
者
の
死
亡
吋
心
客
観

日
前
状
況
を
r川
誌
と
し
て
被
疑
者
ι
J
T人
が
お
る
か
必
か
や
そ
の
退
任
入
行
為
と
川
和
恥
し
し
の
慨
に
お
叶
因
果
民
係
が
お
る
か
芯
J

か
士
究
明
す
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ザハ》一」エ」ドド九日
Y
Q
しご」久ソ、

本
件
文
書
は
被
工
ロ
ア
［
の
じ
F
7
1
L

時
の
容
倒
的
状
ば
に
つ
い
て
の
U
匹
、
ソ
的
知
見
に
基
つ
く
情
殺
が
記
持
さ
れ
て
い

る
に
す
J

V

な
い
か
っ
、
こ
れ
を
日
付
時
立
で
被
ニ
旦
れ
で
あ
る
川
町
一
口
ら
は
も
と
。
り
、
被
疑
者
の
胃
L
1
J

る
病
院
を
経
営
す
る
快
己
の
知
川
村

る
状
市
【
に
置
い
て
も
芳
誕
隠
滅
の
お
そ
れ
が
生

rる
乙
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、

m
u
A
4
1
の
秘
密
保
持
川
J
L三
川
に
以
ず
る
こ
ー
な
一
い
え
な
い
っ

ノこ
h
J

つ
A
I
L

、

】

7
4人
』

刑
宇
事
れ
｛
目
。
b

G
訴
訟
に
ー
す
る
芳
明
州
」

に中」
J

ん
ら
は
い
こ
い
う
べ
き
C
占める
n
」

半
件
丈
宝
J

は、

同
決
定
に
お
い
て
は
ボ
ア
リ
ー
が
民
痔
岩
中
件
い
で
あ
れ
、
ふ
一
行
一
o
J
Q
判
事
事
件
心
徒
一
ほ
お
が
川
ら
か
で
あ
る
な
こ
加
味
す
べ
き
事
院
は
多
：
、

決
し
と
こ
の
決
む
の
駅
佐
川
ー
は
り
山
唱
と
宇
つ
、
一
と
は
で
き
な
レ
U

斗
法
解
剖
の
い
恥
尽
か

tFさ
れ
る
乃
一
は
結
え
圭
い
で
あ
旬
、
そ
の
作
え
1f
んす口

の
時
ム
町
四
を
肘
阻
む
芹
の
よ
〉
つ
に
提
出
が
PTハ
記
さ
れ
て
h
v

な
レ
か
ら
と
u

っ
て
、
川
市
手
続
と
U
H
h
維
し
と
ね
え
る
三
と
に
は
レ
さ
予

山
内
て
一
め
る
わ

↓
同
伝
解
剖
は
鼠
｛
止
の
嘱
託
と
受
託
に
よ
っ
て
訂
わ
れ
る
心
で
令
A
V

か
ら
、
受
託
が
な
け
れ
ば
祥
xrλ
主
Yパ
げ
成
さ
れ
な
い

の
で
？
？
L
H
F

む
し
ろ

日
決
定
で
凶
作
ヘ
触
れ
ら
じ
れ
て
は
い
泣
い
が

イ刊

U
M川
市
む
結
果
に
向
山
ず
る
f
h報
心
性
質
主
役
討
す
る
い
」
と
が

不
完
的
、
山
市
問
題
の
解
消
l
L
f
k不
め
ら
れ
て
い
る
よ
つ
に
忠
わ
れ
る
P

ま
11
、
一
」
こ
に
叫
法
解
剖
と
俣
市
甲
山
間
パ
ー
っ
政
り
関
係
七
牧
市
す

る
な
話
予
認
め
ら
れ
よ
う
代

同
決
定
で
は
氏
雫
訴
訟
法

け
久
子
川
U
O
B
ハ
川
い
い
う
刑
出
事
件
関
係
書
類
は
刑
宅
一
品
八
百
三
υ
A
U
七
九
点
に
い
人
ノ
1

訴
訟
に
閲
す
る
吉
知

主
何
人
ユ
パ
ず
ゐ
悶
係
ド
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ
J

を
杭
此
と
し
、
こ
れ
を
文
昭
解
釈
し
亡
、
住
｛
九
主
い
の
位
え
文
書
凶
品
川
川
山
町
d

事
件
関
係
書
類
ピ

川1
↓た
ρ（
J

な
い

r
川
叫
小
し
た
の

h

一
戸
～
ま
で
の
検
討
を
踏
ま

5
1、
考
え
る
ζ

、
令
状
に
基
っ
き
、
第
乏
；
；
工
に
お
い
」

ぷ1；、Z司王を法制

吋
告
、
活
訓
で
為
っ
て
も
、

f
k
わ
ち
死
体
制
川
判
の
許
可
ニ

。
も
の

解
剖
手
の
も
の
は
あ
く
ま
で
↓
k
g調

4
Y
L古
河
的
と
ず
る
死
咋
解
剖
保
存
法
に
則
る
。
、
一
二
に
代
主
街
中
行
政
三
川
市
下
手
続
日
仙
綜
z
ぜ
止
る
の
で
あ
る
n

し
か
る
に
、
刑
事
手

続
に
則
り
、
司
法
解
剖
を
行
ぺ
↓
七
、
」
で
台
以
U
A
L

孔
る
緒
川
正
斗
一
そ
の
も
の
は
け
宇
訴
訟
法
四
し
夕
方

ιγ
つ
一
訴
訟
に
河
ず
る
書
類
l

で

為
司
令
〈
ま
ド
日
川
決
ど
と
わ
氏
以
り
、
筆
者
の
者
d
X
て
ぽ
控
え
文
告
が
い
か
に
鋭

γ受
託
者
か
鉱
定
吉
と
は
出
γ

片
山
に
学
問
川
研
究
正
資
料
に
も

（！メ人民半、 cs＇ス・＂3S9、Si仁：zo；〕8.11、



い
い
い
る
た
め
い
作
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
川
市
1
み
＼
弘
関
係
法
令
に
よ
っ
己
作
成
が
義
務
化
け
ム
J

れ
て
い
ゐ
も
の
で
は
な
く
、
捜
査

機
関
に
凶
野
山
凶

γ
べ
き
も
の
で
は
仕
い
か
ら
と
い
勺
て
、
居
市
山
一
ζ

い
う
川
事
手
続
の
な
か
さ
じ
わ
れ
た
別
訓
に
よ
一
っ
て
円
ロ
い
ら
れ
た
情
報
は

主
け
類
乙
い
う
形
式
に
抗
芸
人

訴
訟
に
関
す
る
き
類

y

こ
い
つ
を
免
れ
日
い
〉
レ
九
だ
1
1
刑
事
手
続
に
比
企
さ
れ
る
乙
は
い
、
ぇ
、
逃

定
（
り
＋
だ
と
し
て
の
解
剖
は
為
く
ま
で
死
司
弔
問
査
の
迫
ー
止
合
射
し
一
ど
取
衛
生
D
r円

t
を
図
る
と
ジ
つ
医
事
衛
生
行
政
と
L
て
の
竹
貨
を
訂

ず
る
も
の

C
あ
る
の
で
、
同
一
決
定
の
よ
う
な
場
介
、
控
え
丈
寄
は
刑
事
本
山
訟
法
四
三
条
h
p
f
寄
に
い
丹
一
公
斗
ト
心
必
要
ユ
心
地
り
主

由
一
に
お
レ
て
遺
j
h良
か
ら
の
間
不
に
！
心
え
当
る
も
の
と
考
え
る
し
い
比
辛
呼
訟
法
二
つ
粂
川
一
子
J

ホ
に
し
う
別
乍
宇
件
涜
係
書
類
が
、
」
の

一朴政

ι民
ず
る
主
川
町
松

官
包
角
ヲ
マ
句
、
こ
L
w
つ
F

削
必
は
阿
川
流
｛
止
と
川
川
じ
て
ゐ
る
c

た
だ
し
、
こ
の
考
え
ん
に
よ
る
と
駅
王
手
汗
広
辞
書

演
に
つ
d
中i
す
匂
一
、
と
は
い
れ
円
｛
心
C
寺
ず
、

日
比
事
訴
訟
は
一
一

C
条
川
一
日
d
J

小
が
川
市
下
事
件
関
係
主
ハ
潟
？
？
と
に
例
外
を
設
け
て
い
な
い
心
で

文
書
提
出
は
な
き
れ
な
い
と
い
う
結
果
に
な
ろ
う
コ

、
し
か
し
、

川市
U
Jみ
訟
出
凶
し
粂
に
い
よ
ー
訴
訟
に
闘
す
る
再
類
で
あ
う
と
、

但
告
げ
に
お
い
て
開
小
心
可
医
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
。
あ
る

h
tっ、

別
途
問
不
正
阜
の
迷
が
悶
か
れ
る
υ

川
法
院
立
川
の
衿
尽
に
悶
す
る
結
M
d

引が＼

殺
｛
厄
皇
け
と
し
て
所
持
す
る
こ
と
と
な
る
の
は
同
日
査

惚
閲
で
あ
る
v

し
た
が
っ
て
、
同
決
心
の
－
山
下
茶
の
よ
う
に
民
事
訴
訟
法
↓
二
（
）
条
同
uhd
ム
ド
の
文
書
提
出
命
令
官
刊
し
立
て
る
の
で
は
な

〈
、
道
広
は
行
政
機
関
例
入
国
紋
保
お
防
法
で
関
山
？
な
川
ぷ
ず
る
こ
と
川
セ
勺
予
勺
れ
る
（

も
っ
こ
う
色
、
州
問
人
情
報
の
保
護
に
闘
す
る
法
律
は
、
そ
の

条
γ
L
偶
人
情
報
）
は
1

牛
存
ず
る
川
間
人
に
閑
ず
る
情
報
」
ミ
わ
る
y

規

｛
ほ
し
て
い
る
0

1

）
た
が
一
っ
て
、
同
庁
、
解
剖
の
い
情
報
は
、
記
者
の
情
報
で
あ
る
一
こ
か
ら
、
ず
〈
vo
ま
個
人
情
械
保
護
法
制
の
対
蒙

r
な

る
証
人
情
報
、
、
は
な
ら
な
い

L
か
L
、
死
者
に
湾
計
二
Q

一
伯
尚
が
魚
存
ず
る
恒
人
心
一
間
以
で
あ
る
と
↓
汁
え
る
場
合
か
考
え
ら
れ
る
ハ
J
J

と
J

へ
は
、
化
γ
」
し
た
請
の
遺

一ア

Aιj十、円
H
m市
立
、

f
H
j
l
 実

f
一
身
の
百
人
清
誌
で
も
↓
お
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
可
C

記
者
の
財
産
土
遺
孫
子

hrv給
し
た
場
合
、
中
I
Y政
干
続

: Ex人i.tcチj苅＇ 3+16けj"'" [2山S.;I、



山川
J
f
に
関
す
る
情
説
は
、
相
続
人
ご
あ
る
遺
族
心
情
U

れ
と
い
え
る
。
ま
た
、
子
と
4
が
手
放
さ
死
71
、
以
止
場
合
、
近
税
者
問
p

信
心
尉
議一

判
請
求
枕
仰
が
千
4
z
fる
場
合
に
は
、
、
議
事
故
に
悶
ず
る
出
一
口
一
は
、
巾
一
出
ほ
調
布
白
身
の
個
人
情
報
で
も
あ
る
ヒ

m
f司
令
、
」
こ
が
で

き
る
υ

ま
f
、
近
制
諸
国
事
い
の
慰
謝
料
が
格
生
「
る
か
h
円
か
に
か
か
ト
v
h
な
く
、
未
成
年
者
と
あ
る
，
ど
d
一の
rv～
じ
に
悶
1

〆
て
作
ぷ
さ

れ
乙
一
以
止
円
台
自
の
苅
が
や
親
？
引
請
求
す
る
場
台
の
よ
う
に
、
社
会
通
念
i
、
詰
主
計
川
dj
一
心
恒
人
一
情
報
、
と
み
な
し
う
る
ほ
2
請
求
者
J
併

－
そ
な
持
河
川
？
の
る
一
約
慨
も
、
判
州
ム
1
ぜ
の
？
H

配
人
倍
叩
刊
ζ

仰肝一
G
J

る
こ
〆
｝
柏
町
能
で
あ
ろ
う
。

個
人
清
報
保
一
説
法
制
に
お
い
司
亡
、
句
人
清
誌
と
し
て
死
者
に
古
河
ず
る
白
人
情
報
を
ム
コ
げ
ま
な
い
ヨ
乃
は

死
布
、
β
尚
一
ポ
請
求
M
W
J

三
下
体
と

こ
れ
と
は
別
に
何
者
に
官
民
ず
る
吉
報
が
死
v刊
の
造
技
の
包
人
古
町
内
と
な
る
場
合
に
は
、
山
汀
d
u
E

A
山

υ払
日
小
J

ト
ド
い
心
個
人
市
議
、
よ
し
て
間
不
請
求
p
ど
れ
う
ご
と
が
一
ー
喜
一
る
と
す
る
け
見
解
が
あ
る
F

ヘ
う
る
こ
と
が
で
き
な
レ
か
ら
で
あ
り
、

そ
こ
で
死
者
心
市
緑
、
山
川
地
荻
に
お
い
て
個
人
情
報
よ
い
え
る
ほ
ど
市
捻
日
清
志
で
み
る
と
一
花
め
ら
れ
る
場
合
に
行
政
機
慌
の
保
有
す

る
個
人
怯
誌
の
保
護
に
関
す
る
い
日
待

IA一づき、

判以
λ
日
絞
悶
に
悶
不
請
求
す
る
一
」
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
J

行
政
終
悶
の
日
叫
ん
け
す
る
制

人
情
肌
款
の
似
識
に
関
す
る
渋
伸
一
問
粂
万
号
ば
、
「
悶
不
寸
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
又
は
間
以
査
、
公
訴

執
行
そ
の
他
の
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
に
支
障
を
及
一
は
す
お
そ
れ
、
？
め
る
と
行
政
機
関
の
誌
が
認
め
る
、

ζ

に
っ
さ
相
？
の
岡
田

が
あ
る
情
誌
を
不
関
一
小
情
報
と
ヲ
〆
て
b

司
法
解
剖
の
情
ね
が

rべ
て

公
訴
の
維
持

さ
き
に
出
べ
た
と
お
わ
2

ー奴手一

障
を
υふやはす
4
一
の
乙
考
え
る
に
起
る
攻
回
は
な
い
口
問
一
ぶ
づ
る
こ
と
に
よ
る
さ
ま
さ
ま
U
1お
そ
れ
を
拡
人
服
釈
ア
る
よ
川
り
は
、
半

ぷ1；、Z司王を法制

ろ
、
個
々
の
事
例
を
吟
味
し
ん
ご
っ
え
亡
、
ま
ず
川
事
訴
訟
庁
、
凶
L

〕
条
住
吉
の
L
H
象
y
し
な
る
事
例
を
検
討
し
、
司
法
解
剖
の
結
巣
で
応
コ

亡
も
、
消
日
吋
組
切
に
法
族
に
尚
壬
0
2
7
Q

法
的
七
組
み
を
笠
仙
ず
る
も
｝
／
二
川
市
訟
で
あ
る
。

（！メ人民半、 cs＇ス・＂3GJ:、9'7:zo河口、
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四

民
事
衛

4
行
伐
と
し
て
の
死
回
胡
奇
の
射
程
レ
F

）
嘩
芝
、
山
一
ム
条

石
本
用
問
主
四
件

ム
ハ
条
店
、
は
、
「
M
H
は
、
」
7
ペ
て
の
牛

r川
出
面
に
つ
い
て
、
刈
叫
ん
民
福
判
、
什
公
刊
障
及
び
公
京
衛
生
の
向
卜
及
＼
υ
凶一司

唯
一
に
努
め
な
け
、
札
ば
は
ら
人
位
い
i

と
同
期
ハ
止
ず
る
。
ゴ
叶
条

す
べ
て
市
民
は

位
渓
的
下
ー
メ
化
的
日
恥
低
限
定
の
生
活
九
三
官
？
υ

J言

怪
吋
刊
を
布
ず
る
』
乙
規
定
し
キ
存
濯
を
保
門
出
し
た
も
の
ζ

削
附
さ
れ
る
り
に
汁
L
、

z
の
り
、
こ
れ
を
広
義
C
止
有
権
と
呼
ぶ
c

こ
の
川
l

存
権
？
一
体
は
羽
象
的
で
不
明
様
で
あ
る
と
き
、
れ
、
斗
ハ
休
明
確
れ
と
し
て
加
以
降
、
メ
れ
る

と
ま
で
は
ニ
H
い
難
レ
η

も
r
J

と
も
、
こ
れ
を
え
体
化
「
る
法
律
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
共
休
日
前
な
権
引
い
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
c

沼
（
は
そ
れ
を
さ
ら
に
出
汎
に
反
に
小
本
氏
る
ー
も
の
で

死
弘
同
一
人
山
県
人
刊
誌
も
生
存
権
古
川
目
ノ
依
い
化
す
る
べ
く
公
栄
（
伯
仲
ー
の
内
ム
心

f
め
の
制
皮
を
批
＃
帽
し
込
T
J
1
4
0

心
し
し
捉
え
る
こ
と
が
立
さ
Q
F

で
「
井
J
山
中
ど
特
！
ぃ
…
い
い
惟
利
一
と

L
て
形
hMさ
れ
に
よ
c
七
も
の
で
あ
る
か
、
り
、

七
月

J
Fる
者
H

お
け
る
権
利
JVω
休
日
す
る
も
の
と
し
て
以
外
談
一
読
さ
れ
と
こ
す
ぷ
？
っ
た
と
ぶ
わ
れ
る
わ

も
》
一
と
も
、
井
心
経
は

」コ弘二
L
A
i
d由
J

ど，
h
めソム川、

ιす

死
体
併
記
保
J

立
以

、」〈いJ
こ〉｝はい刊、

に
つ
い
て
も
同
様
九
い
J

～
る
と
考
、
え
る
ハ
し
允
が
っ
て
、
火
山
奈
川
井
〈
U
F川
ー
を
ざ
戸
ー
す
る
地
併
に
あ
る
の
は
7

り
っ
ぱ
り

q
寸
ナ
る
者
で

あ
る
）
死
げ
で
公
吸
衛
止
の
問
し
し
を
宇
一
安
で
き
る
と
は
考
乙
な
し
。

、
、
7
刀
V
｝

の
対
象
？
一
、
る
死
闘
の
調
さ
に
あ
っ
て
は
、

μ

存
ず
る
者
の
公
衆
衛
／
の
向
卜
1
4
阿
る
こ
に
ー
ら
に
、

υ九
4
4
に
対
す
る
が

川
内
の
訓
示
心
泊
U
を
期
ず
る
こ
L

一
を
保
障
し
よ
う
こ

f
u
v
t
の
と
対
す
る
こ
乙
が
仁
き
る
」
こ
の
こ
と
は
荒
川
汁
「
て
ー
パ
条

項
が
「
－
3
1

て
の
生
日
山
部
v引
に
つ
い
て
努
h
ん
す
る
茶
務
十
球
1

ぷ
l
L

い
る
こ
乙
か
り
長
引
け
ム
ゴ
一
と
が

E
き
る
。
ず
な
わ
ち
、

rJ
ス
て
の
バ
ー
活
出

出」

ζ

は
や
れ
わ
れ
h
r
生
ま
れ
と
か
ら
死
ぬ
ま
で
の
あ
ら
一
り
る
場
面
が
惣
定
さ
れ
ゐ
の
で
あ
り
、
死

L
ト
ゐ
、
」
き
に
d
m
y
Jに
点
、
平
一
の

と
き
に
恥
販
の
生
抗
議
が
仏
陪
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

わ
れ
わ
れ
叫
付
記
し
て
な
お
い
44v
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
明
ら
か
で
以
レ
c

し
か
し
、
作
存
ず
る
わ
れ
わ
れ
が
、
死
体
併
説
保
存
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法
を
こ
れ
ま
で
と
は
途
う
促
点
か
、
コ
一
一
レ
む
と
き
、

そ
こ
に
は
死
し
た
勺
p

さ
の
最
期
の
片
存
権
MJT
一
回
心
調
査
と
い
う
か
た
ち
で
H
ハ体

化
さ
れ
て
い
る
幻
で
あ
る
。

凶
に
は
、
小
思
決
！
の
ヰ
J

山
崎
ー
の
保
障
y
し
い
う
凱
与
か
ら
院
事
ん
宵
バ
コ
行
政
と
し
こ
死
体
解
剖

mw存
法
に
H
、
体
に
さ
れ
る
｝
ん
に
川
内
の
川
川
公
の
凶
正
が
ふ
れ
り
ら
れ
る
J

本
稿
で
は
、
化
辺
訊
査
の
件
一
川
に
つ
い
て
主
に
検
挙
こ
解
剖
を
恥
り
上
け
て
者
一
ー
の
考
察
を
加
え
た
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
民
主

街
ぺ
iri政
と
し
て
死
因
説
査
の
法
却
を
〈
一
世
ち
る
も
の
は
什
紫
に

1
し
い
n

M
で
こ
に
、
本
縞
は
あ
く
ま
セ
解
剖
に
純
一
f
J

る
包
括
的
、
統

り
お
た
法
ー
ご
し
て
死
体
解
剖
保
存
法
主
拠
え
、

Z
L
の
手
紘
一
ざ
の
函
で
医
辛
街
中
行
試
し
し
刑
事
了
続
刀
錯
析
す
る
f
と
を
確
認
す
る
こ
し
〈
も

に
、
解
剖
心
情
報
と
レ
司
ム
自
で
は
号
、
れ
ら
か
↓
組
解
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
に
い
ん
一
つ
と
に
た

化
問
凶
調
布
叩
法
制
は
俣
市
十
街
中

れ
が：

刑
事
千代
司沢

証
拠
出
、

付
ム
お
と
Thμ
や
討
J

以
在
、

地
ト
ヲ
ト
治
伝
詮
3
パ
ア
己
主
ざ
ま
た
い
ヤ
平
甘
い
ヲ
る
却
川
町
出
で
あ
る
へ
こ
う
し
た
観
点
か

ら
あ
ら
た
め
て
総
合
的
な
検
討
が
必
取
で
為
る

も
っ
1／

J
U
、
hf告
の
力
不
犯
ゆ
え
の

（
山
脆
弱
性
は
十
分
円
認
し
と
い
る
つ
、
も
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
差
し
引
い
て
伝
日
、
ギ
品
問

叫
い
て
不
し
土

「
死
ナ
る
と
き
心
守
も
権
と
し
て
の
死
山
内
刈
k
h

同
つ
い
7
よ
柏
、
今
段
、
牝
叫
が
同
の
死
店
調
十
食
店
制
ー
ピ
一
円
前
策
、
し

ま
た
は
割
を
ず
る
議
論
に
お
い
て
、
言
V
M
な
抗
凶
を
J
M
J
～
コ
す
も
の
で
あ
る
ζ

情
じ
る
三

ぷ1；、Z司王を法制

山
弐
訪
問
「
議
案
」
参
J
Y

ヘ｝正当、
3
2
2一
一
再
三
郎
今
J℃＼
E
L
3
2〔
了
？
E
f
v
x
m
S
J
W」
d

ヨ〆

U9μ
十
万
働
古
「
「
人
帰
以
外
一
党
以
院
に
つ
い
一
孝
一
日
l

y
崎町也、＼
2
5
2
E
E
J
4
百
一
宅
、
さ
安
ヌ
ケ
ト
三
一
’
＼
言
合
＼

5
5仲
で
コ
〔

f
x
Z】己）

ぺ
う
何
乙
ば
、
ゴ
フ
一
一
J

一いれへ必的
U
比
四
与
の
究
明
。
迫
γ
己
主
的
じ
日
す
一
二
日
仲
一
て
は
、
と
の
一
条
三
一
一
い
械
な
片
山
市
一
山
内
定
ト
一
死
問
心
死
亡
の
原

山
与
の
世
明
円
つ
い
て
は
、
別
に
土
、
日
パ
（
、
ど
め
る
」
と
J

て
い
る
）
こ
刀
に
つ
し
て
は
、
民
社
安
全
制
仁
川
委
員
会
一
は
当
法
京
の
動
山
や
己
昨

紛
斗
d

の
特
及
川
出
ん
に
出
二
、
さ
ら
に
ぷ
訟
の
ム
ホ
地
が
丸
、
引
注
硝
！
日
ど
吏
寸
一
／
ω
と
与
ノ
了
、
ト
γ

ハ》っ

一
4
v
死
休
日
間
叶
川
叫
に
つ
、
v

て
に
、
設
時
以
立

hu
・
品
九
半
叶
一
医
事
信
生
以
（
新
版
、

ι

有
斐
閣
、
け
に
じ
ん
住
：
ヘ
一
八
｛
ヘ
人
、
向
、
が
搾
司

法
上
の
陪
段
制
限
乙
し
て
死
体
解
剖
保
と
行
川
干
し
条
～
い
う
泣
族
の
ゑ
討
を
2
4
r
L
て
行
い
う
ム
幻
む
の
を
ね
介
し
と
い
る

A

、
だ
し
、
こ
こ
に

ノ
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お
い
て
ろ
記
仇
所
M
A
涼
存
店
七
条
口
］
主
一
一
円
勺
中
司
氏
二
条
羽
叫
け
rd
に
該
当
す
る
埼
九
円
に
お
い
て
す
る
北
仇
ワ
解
剖
ば
、
別
予
訴
日
比
の
規

定
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
売
バ
「
法
万
二
口
持
制
限
と
は
い
J
／
な
し
い
？
？
＼
J

、
こ
れ
を
除
L

－M
r
の
刊
言
刀
法
定
に
よ
る
死
体
心
情
刊
3
d
r
斗
法

上
心
出
校
制
限
な
の
で
点
る
一
乙
い
v
h
っ
た
と
r

与
リ
ド
ペ
尚
之
仏

t
心
同
技
制
限
以
外
の
化
作
m
u
m
炉
？
に
ペ
い
て
叫
に
壮
L
こ
L
、h
v

J

ご
ゴ
何
人
ば
、
お
六
μ

川
山
内
一
人
ム
来
日
誌
院
凶
務
れ
た
！
コ
た
こ
十
一
民
一
ハ
r
h

五
円
三
H
、
亡
嶋
山
邦
夫
氏
務
大
正
｛
当
時
、
は
氾
川
律
ド
ヘ
議

2
b

、
つ
め
ハ
円
マ
社
町
民
力
ヌ
渇
刊
か
し
一
民
半
川
い
に
H
州
委
託
ん
す
る
究
凶
決
町
制
寸
ほ
の
問
題
｝
つ
い
亡
、
げ
ワ
メ
て
み
る
♂
。
こ
の
一
】
見
の
ポ
旬
、

い
一
つ
の
は
、
可
法
的
肘
N
V
」
行
致
的
明
dm
の
ム
川
町
H

J

P

レ
L

止
羽
ー
か
も
し
れ
ょ
せ
ん
ね
へ
つ
ま
り
、
問
、
立
に
、
叫
す
る
に
パ
ロ
ノ
裂
心
持
涜
か

J
m
九日に

欠
陥
カ
あ
Q
l
L
I
J
う
w

と
一
勺
あ
れ
以
全
治
上
過
た
孜
州
で
も
あ
る
旬
、
？
）
か
売
と
i

同
一
じ
で
は
一
れ
は
異
状
化
作
あ
る
、
女
川
化
体
げ
に
は
主
い

か
も
じ
れ
な
い
が
問
状
γ

山
一
体
で
み
支
る
と
い
ふ
山
立
比
一
、
笠
V
A
て
あ
れ
ー
は
日
空
小
正
一
務
院
パ
行
政
川
rH川か
γ

一n
る
こ
い
巳
Fm

ノ
事
前
一
三
2

に
ん
で
は
バ
ベ
一
い
か

ち
ょ
う
し
坤
八
日
の
よ
う
な
述
に
m
J
l

る
れ
い
ノ
仁

F

ー
か
ら
こ
そ
、
列
国
宅
問
に
つ
い
、
は
、
私
は
、
；
も
っ
と
も
コ
L
r
j
L
E

い
ん
し

L

ゴ
る
よ
う
な
体
制
宍
、
ム
一
J
U
肝
L

h

J

〕
ま
く
や
二
L

い
る
と
い

う
詳
介
を
ι勺
々
閉
さ
ま
♂
汁
れ

7
n、
J
I
一
れ
は
、
平
ー
と
忘
h
t
J
n

や
は
り
鮮
引
い
民
パ
何
日
り
て
少
な
v

し
、
雪
察
心
方
の
続
出
川
口
町
〕
祢
許
て
少

な
い
二
一
れ
で
店
ど
h

つ
に
も
な
4

何
人
い
い
に
附
仁
川
祭
出
制
υ叫
が
あ
る
U

は
ね
ず
か
立
治
域
？
ン
ふ
な
い
こ
、
ー
い
っ
お

τい
抗
「
叶
心
中
で
は
、
y
f

れ

こ
そ
犯
罪
引
見
逃
し
！
も
ほ
呪
あ
る
か
本
し
れ
な
い
。
干
の
見
出
し
の
た
め
に
次
ん
y

被
害
背
が
出
？
f

一
い
う
こ

7
、凶J
あ
わ
得
。
わ
け
で
応
り
C

寸一山
JNb
、
、
心
一
灼
同
究
明
制
度
心
山
木
内
hu
改
正
、
改
草
】
し
え
も
の
一
三
抗
々
も
ん
配
究
て
～
い
か
に
一
行
？
？
ば
λ

叫
し
り
な
い
私
恥
い
ι

ぷ
、
お
い
り

一
o
a
f

’L
L

れ
げ
主
計

J

て
い
A
Vド

一G
P

た
に
し
、
陥
需
に
J

d

げ
る
は
肝
が
之
一
9
L
J
1
解
目
、
し
製
百
J
T
μ

心
す
る
か
汁
は
一
円
、

J

P

L

H入
r
［
山
定
法
人
名
、
泊
以
、
一
に
人
も
へ
巳
に
不
列
担
な
供
品
＼
i

h

叫
長
が
れ
乞
い

Jkm定
す
令

（O
ハ
一
一
川
川
長
h
八
志
川
号
二
川
七
LY
一

ヘ9
）
例
え
は
川
出
敏
知
一
人
一
日
一
一
止
条
む
日
仏
一
札
務
J

ぶ
忠
治
八
去
民
法
ぷ
JMFUfkh

一
二
九
円
号
（
（
〈
百
年
）
H
d

日
以
内
仁

一川
J
V

山
一
平
陛
川
事
役
・
ィ
ン
シ
デ
り
1

H

伯
誠
円
以
長
八
乃
叫
氏
支
に
mAす
る
行
政
ェ
山
上
の
同
組
一
上
）
一
ン
A

汁
ス
ー
一

f
一七
7
J

（

コ
ワ
ー
じ
土

k
f、
以
内
、

Mmd
二

μ
E
C山
、
医
師
法
来
日
一
異
状
「
〕
」
門
出
走
務
は
、
一
汀
政
手
絞
ド
（
り
執
務
L

r

」
ぃ
式
現
す
る
心
し
て

J

、
そ
れ
が
｛
げ
は
パ
け
い
J
5
T
つ
の
は
、
也
HR
官
が
琴
可
制
は
な
と
に
片
山
コ
ノ
、
佐
川
討
に
一

tv
公
共
心
日

Jnuを
市
土
l
y
r
v
引
置
か
一
」
る
た
め
に
泊
刊
刊
が

必
要
日
1

場
企
」

t

限
f
F

一
れ
よ
う
L

E

t

v

ミ
ド
」
古
川
捻
は
「
門
師
法
条
の
川
間
山
刊
に
「
一
雪
、
死
民
間
主
心
適
土
J

古
川
す
る
な
ど
の
行
政
行
的
に
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枯
れ
1

l

L

レ
な
い
「

ν
か
L
、
ポ
丈
ご
後
に
一
心
ペ
リ
e
h
f
、
r
i
h
h
T
円
以
判
品
川
規
山
の
よ
う
に
営
察
行
に
み
ん
）
て
、
死
拾
の
犯
罪
に
七
日
川
川
L
L
r
v
w
ご
」
日
日
明

、何十
J

ー
す
ご
い
幻
で
あ
っ
て
モ
死

4
zど
調
査
す
る
ど
に
～
よ
J

て
河
盛
U
ト
ド
放
の
防
リ
を
は
か
句
、
ま
h
l
u
切↓
I
M
1
乙
訓
告

zt是
枝
に
什
き
品
川
山
一
一
J
f
o

ど

の
れ
日
ぐ
り
が
必
ー
い
れ
る
こ
と
も
v
A
V

え
ら
れ
』
で
つ
三
む
場
合
、
欠
一
制
法
条
の
口
宍
む
口
的
は
も
J

げ
ら
町
長
小
川
「
が
犯
罪
hMjph
い
の
也
子
A
d
得

き
て
を
容
勿
J
f
Tる一

7
－3
λ

に
あ
る
円
は
な
く
、
死
体
に
バ
サ
ア
ア
什
政
上
の
す
で
止
な
取
扱
に
け
刈
v

て
も
出
店
さ
れ
L
い
る
も
の
一
－
す
え

ru
、
主
4
1
L
W
の
Z
V〔

一
戸
、
一

mι
け
司
会
了
「
一
江
ハ
状
死
体
心
」
市
川
口
義
務
長
川
「
法
ι

ず
例
弘
之
（
〈
一
（
一
一
ハ
咋
）
九
立
c

一
刀
之
江
国
政
泊
、
J

L

J

ス
L

七
一
八
守
一
ド
ー
ド
I
J

向

付

一

↓

パ
fo

ヘ
口
一
合
計

hvirM弘
二
条
に
よ
る
検
案
を
日
付
川
検
索
、
持
者
斗I
北
川
指
検
案
F

M
い
別
ケ
ム
匂
も
の
も
あ
る
一
戸
d

内一ん

1

本

立
υ
け

JQf体
検
J
1
4常

」十一川山～の山川恒行い」

U
ぷ九時昌一判官主人
A

雑
誌
持
二
門
d

ヘ
二
一
〉
ウ
之
、
引
｝
門
）

一三二

4
Z

政
制
仕
の
概
念
に
勺
い
一
、
は
、
り
ど
の
ザ
問
形
式
川
ポ
円
二
、
、
一
↑
ご
つ
れ
た
山
時
的
制
と
の
一
時
ハ
ム
↓
心
区
別
及
び
ァ
マ
一
心
川
口
日
山
刊
如
何
に
ふ

〉
～
百
円
論
的
融
市
町
刀
小
A
4
b

れ
る
で
人
と
あ
る
が
（
桜
山
市
祐
一
車
店
版
行
政
法
1
へ
お
一
前
、
｛
改
コ
士
山
肌
｝
（
古
川
吉
抗
、
三
べ
一
九
牛
J

訂
以
卜
i
f
明
、
、
大
私
に
お
い
て
は
端
的
に
問
主
ア
杭
乙
メ
出
し
た
う
え
で
、
ー
や
」
一
二
よ
向
It

行
政
乙
し
て
〉
死
川
現
堂
、
ソ
汁
山
町
ソ
ピ
有
す

る
三
一
の
に
f

村
し
立
町
い
る
こ
r

f

〕
し
に
な
I
e
舟
到
官
「
一
汁
は
法
i
〔
叫
川
収
）
行
以

U
総
論
”
（
右
品
交
問
、
（
J
O
ム1
f
1
）
↓
二
四
戸
、
刊
u

n
i

ち
一
町
さ
J

に、

h
以
部
川
M

L

目
玉
一
ぃ
ア
続
の
間
以
訂
バ
宇
訴
訟
伝
の
一
制
力
「
J
A
市
マ
ル
ル
一
辺
め
る
も
の
と
1

J

C

笠
合
川
主
紀
行
政
調
企
i

」
山
川
事
手

続
戸
、
一
沃
り
J7
浪
ム
十
一
年
出
一
一
一
さ
吾
FJ

（
～
／
ノ
六
t
：
山
一
八
頁
日
参
柑
ー

一
目
、
こ
こ
じ
い
「
ノ
帰
結
こ
は
一
阿
国
間
令
扮
か
ら
パ
ー
じ
る
も
の
て
z
k

ッ
二
、
モ
れ
い
が
す
べ
て
ね
企
心
4

相
続
に
繋
が
る
も
の
で
は
な
い
こ
心
に
町
長
を

宏
司
る
な
お
、
一
一
台
前
掲
に
へ
弘
、
へ
珂
一
八
九
は
室
内
小
刊
紙
濡
執
行
法
上
。
川
崎
務
質
問
ぃ
例
に
刊
宇
訴
弘
一
沃
宇
日
行
政
出
？
と
れ
が
れ
か
、
？

の
看
脱
占
心
呉
d
るリ
I

f

ロ
1
チ
が
倍
叫
さ
れ
る
〔
行
政
問
査
の
慨
／
£
ど
ん
I

役
民
事
告
ル
ア
行
政

rお
い
て
岡
山
い
う
る
し
」
れ
ば
、

JMM

つ
て
の
諒

察
h
政
に
お
汀
る
悼
民
日
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］
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山
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1
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亡
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も
、
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山
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一
パ
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引
い
佐
川
、
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摘
「
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一
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一
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藤
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治
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叩
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p
出
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川
事
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よ
沖
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訂
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村山一氏主ハ仙一
df
ん
え
ん
栄
一
八
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一
月
廿
円
台
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仕
、
九
一
八
以
午
一
一
員
c

f

五三
r
h
吋
前
川
均

正一
M
）
八
七
百
は
一
犯
罪
十
は
ん
γ

乙
氏
、
原
則
｝
ソ
マ
て
犯
罪
正
雄
氏
の
存
十
ず
ー
古
川
T
？に
L
て
h
わ
れ
る
も
の
で
ふ
る
の
に
対
v
一
て
、
治
相
は
、

へ
の
死
一
ひ
引
J
L
斗
、
出
回
す
る
之
の
で
あ
る
か
ど
一
一
i
h
J

、
f
…J
な
わ
ち
記
却
の
妹
疑
r
w
存
行
J

勾
引
い
附
ず
る
手
続
で
あ
る
日
つ
。
段
密
、
淀
川
ん
問
弁
仰

を
三
J

続
に
は
え
ま
れ
ず
、
犯
罪
史
人
斗
の
消
桁
に
近
、
主
よ
＼
L

J

日M
J
J

て
、
川
市
L

訴
訟
治
区
、
ふ
久
へ
や
一
検
視
レ
）
同
校
に
犯
叩
司
王
府
悩
L

一七ス
J

こ

し
が
ゾ
タ
d
l
u
五日

r川
河
ず
る
誌
疋
り
巳
計
三
宮

v
f
4
守
も
の
／
）
考
え
r

，一札ヲハ。し

ι門
出
制
十
る
に
敦
丘
、
J

る
に
山
川
事
訴
訟
凶
一
ヘ
二
力
不
｛
り
一
一
主

が
は
慨
を
山
中
子
、
準
ず
る
も
の
〈
促
え
に
い
に
の
、
対
L
、
同
規
定
中
｝
J
J

ん
汁
継
f
刊
行
刑
事
副
主
仏
一
九
条
が
そ
の
条
j

丈
の
配
同
か
い
り
し
て

検
問
吋
少
一
机
謀
長
辛
口
端
緒
と
み
て
い
る
日
い
う
〕
で
あ
る
一

一
、
出
）
早
川
U
H
h
z
古
「
千
長
県
に
お
H

J

Q

也
記
J

同
J

一
に
い
凶
京
訟
の
主
笠
利
先
「
口
取
県
医
川
会
は
阜
市
誌
力
I
h
h
在

J

勺
～
」
円
一
口
七
年
、
は
「
聞
き

市
北
い
り
刑
む
こ
も
白
山
町
四
レ
」
k
A
一J

て
い
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刀
、
足
以
京
別

cumFHU4γ
一G
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よ
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に
勧
け
い
A

日
融
＝
奈
川
か
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一
刈
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さ
引
て
い
い
、
河
L

っ
か
へ
い
術
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な
っ
汁

る工、つ也一
h
F
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か
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門
じ
れ
た
ん
吋
円
以
少
一
問
、
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、
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川
市
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部
ー
1
5れ
た
経
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あ
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一
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士
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川U
T
わ
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わ
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青
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に
終
検
が
お
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パ
ら
わ
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出
）
〆
い
F
れ
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よ
一
川
河
r

手J
在
、
か
り
に
J

」一戸
L
L
い
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）
こ
の
訓
告
は
監
辛
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制
反
の
な
L
千
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木
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お
r
L
J

る
汗
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で
、
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田

J
L山
り
で
グ
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L
了、
J
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へ
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況
の
結
果

ι
L
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犯
目
立
乍
日
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：
れ
れ
ば
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｛
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ほ
司
法
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却

定
さ
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I

J

な
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と
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量
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蜘
田
内
で
あ
？
と
～
ど
、
半
者
何
本
間
で
の
ス
タ
／
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♂
ゾ
、
政
vv同
に
正
け
合
町
尚
制
ト
ku

k
1
ご
み
る
二
、
犯
耳
包
が
軒
h
？と

d

桁
き
れ
A

ハ
場
へ
？
に
十
れ
以
十
の
ば
い
出
制
一
査
手
続
、
川
法
制
民
fω
内
在
さ
ヤ
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d
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決
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叫
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仁
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で
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伐
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叶
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携
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検
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二
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仇
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、
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仇
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叫
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検
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れ
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。
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叫
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検
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什
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携
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検
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ず
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ず
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；
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古
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叫
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述
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叫
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伐
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司
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仲
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右
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史
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什
仏
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又
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什
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；
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仏
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古
川
及
び
保
汗
に
院
し
ま
l
て、

勺｝
J
心
的
な
統
的
山
引
を
社
而
す
毛
必
要
が
名
h
Eか
っ
要
望
せ
コ
ふ
れ
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お
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あ
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司
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あ
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＼
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平
り
戸
、
り
L
C
3
h
ま
」
！
日
、

ir、
支
こ
れ
は

…
旧
枕
で
炉
qiη

っマリヨ一…ず必ず／～
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司
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と
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て
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潔
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